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平成 24年７月 17日 

各    位 

会 社 名  ユ ニ ー 株 式 会 社 

代表者名  代 表 取 締 役 社 長   前 村  哲 路 

  (コード番号 8270 東証・名証第一部) 

問合せ先  専 務 取 締 役  専 務 執 行 役 員 

  経 理 財 務 部 担 当   越 田  次 郎 

  ( Ｔ Ｅ Ｌ  0 5 8 7 - 2 4 - 8 0 6 6 ) 

 

公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ 

 

 平成 24 年７月 17 日開催の当社取締役会において、公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式

の売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

【本資金調達の目的】 

当社は平成 24年２月 16日に、当社グループのガバナンスを強化し、グループシナジーを最大化するべく、

平成 25 年２月 21 日をもって持株会社体制に移行すること、またそれに先立ち、株式会社サークルＫサンク

スを当社の完全子会社化することを発表致しました。 

当社は総合小売業とコンビニエンスストア事業を中心として、他のグループ会社とともに、グループ体制

の強化とＭ＆Ａによる規模の拡大を目指し、①グループが共同で商品開発・物流・販促を行うことによるシ

ナジーの最大化、②総合スーパーの中国出店やコンビニエンスストアの海外出店等の海外戦略、規模の拡大

を目指したＭ＆Ａ戦略及び新規事業戦略の立案等のグループの方向性の明確化、③人材交流、資金管理一元

化等によるグループ経営資源の最適配分といった施策を推進してまいります。 

一方で、当社グループを取り巻く足元の経営環境は、資源・原材料の高騰、円高、個人消費の低迷などの

影響により、デフレ脱却への兆しが一向に見えません。日本経済には、人口減少、消費マーケットの縮小、

消費税増額への懸念があり、小売業において、より一層の厳しい環境が到来することが予見されます。 

今回の新株式発行は、持株会社に移行し、グループとして最適な戦略立案・意思決定が行える体制を整え

た上で、急速に変化する国内マーケットにおいて、早期に多角的な小売ビジネスを展開するのに必要な財務

体質の強化を図るためのものであります。商品の調達・コスト面におけるシナジー効果を最大限発揮すると

ともに、食料品を主体とする総合小売業とコンビニエンスストア事業のノウハウを有機的に組み合わせ、多

様な店舗フォーマット（モール型ショッピングセンター、総合スーパー、スーパーマーケット、コンビニエ

ンスストア、ミニスーパーマーケット）を揃え、機動的な出店を行って更なる収益拡大を図るためには、長

期安定資金を確保する必要があると判断し、新株式発行を決議するに至りました。 

当社グループは、今般の資金調達とグループシナジーの発揮により、持続的な成長を遂げるための事業基

盤を強化し、株主をはじめとするステークホルダーの皆様の利益の最大化に努めてまいります。 
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記 

１．公募による新株式発行（一般募集） 

（１） 募 集 株 式 の 

種 類 及 び 数 

 当社普通株式 30,000,000 株 

（２） 払 込 金 額 の 

決 定 方 法 

 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定さ

れる方式により、平成 24年７月 25日(水)から平成 24年７月 31日(火)まで

の間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）に決定する。 

（３） 増加する資本金及び 

資 本 準 備 金 の 額 

 増加する資本金の額は、会社計算規則第 14 条第１項に従い算出される資本

金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額

は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

（４） 募 集 方 法  一般募集とし、野村證券株式会社を主幹事会社とする引受団（以下「引受人」

と総称する。）に全株式を買取引受けさせる。なお、一般募集における発行

価格（募集価格）は、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する

規則第 25 条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証

券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値のない場合

は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.90～1.00を乗じた価格（1 円未満端

数切捨て）を仮条件として、需要状況を勘案した上で決定する。 

（５） 引 受 人 の 対 価  

 

 引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における発行価格

（募集価格）と引受人より当社に払込まれる金額である払込金額との差額の

総額を引受人の手取金とする。 

（６） 申 込 期 間  発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の２営業日後の日まで。 

（７） 払 込 期 日  平成 24年８月１日（水）から平成 24 年８月７日（火）までの間のいずれか

の日。ただし、発行価格等決定日の５営業日後の日とする。 

（８） 申 込 株 数 単 位  100株 

（９） 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他本新株式発行に必要な一切の事項の決定につ

いては、代表取締役社長 前村哲路又は専務取締役専務執行役員 越田次郎に一任する。 

（10） 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

２．伊藤忠商事株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行 

（１） 募 集 株 式 の 

種 類 及 び 数 

 当社普通株式 1,035,000 株 

 

（２） 払 込 金 額 の 

決 定 方 法 

 発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集における発行価格

（募集価格）と同一とする。 

（３） 増加する資本金及び 

資 本 準 備 金 の 額 

 増加する資本金の額は、会社計算規則第 14 条第１項に従い算出される資本

金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額

は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

（４） 割 当 先  伊藤忠商事株式会社 

（５） 申 込 期 間  発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の２営業日後の日まで。

なお、申込期間は一般募集における申込期間と同一とする。 

（６） 払 込 期 日   平成 24年８月１日（水）から平成 24 年８月７日（火）までの間のいずれか

の日。ただし、発行価格等決定日の５営業日後の日とし、一般募集における
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払込期日と同一とする。 

（７） 申 込 株 数 単 位  100株 

（８） 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他伊藤忠商事株式会社を割当先とする第三者割

当による新株式発行に必要な一切の事項の決定については、代表取締役社長 前村哲路又は専務取締

役専務執行役員 越田次郎に一任する。 

（９） 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

（10） 一般募集が中止となる場合は、伊藤忠商事株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行も中

止する。 

 

３．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（後記＜ご参考＞１．を参照のこと。） 

（１） 売 出 株 式 の 

種 類 及 び 数 

 当社普通株式 4,500,000 株 

なお、株式数は上限を示したものである。需要状況により減少し、又は本売

出しそのものが全く行われない場合がある。売出株式数は、需要状況を勘案

した上で、発行価格等決定日に決定される。 

（２） 売 出 人  野村證券株式会社 

（３） 売 出 価 格  未定（発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は一般募集における発

行価格（募集価格）と同一とする。） 

（４） 売 出 方 法  一般募集の需要状況を勘案した上で、野村證券株式会社が当社株主から

4,500,000 株を上限として借入れる当社普通株式の売出しを行う。 

（５） 申 込 期 間  一般募集における申込期間と同一とする。 

（６） 受 渡 期 日   一般募集における払込期日の翌営業日とする。 

（７） 申 込 株 数 単 位  100株 

（８） 売出価格、その他本売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締役社長 前村哲路又は専

務取締役専務執行役員 越田次郎に一任する。 

（９） 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

（10） 一般募集が中止となる場合は、オーバーアロットメントによる売出しも中止する。 

 

４．野村證券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（後記＜ご参考＞１．を参照のこと。） 

（１） 募 集 株 式 の 

種 類 及 び 数 

 当社普通株式 4,500,000 株 

（２） 払 込 金 額 の 

決 定 方 法 

 発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集における払込金額

と同一とする。 

（３） 増加する資本金及び 

資 本 準 備 金 の 額 

 増加する資本金の額は、会社計算規則第 14 条第１項に従い算出される資本

金等増加限度額の２分の 1の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額

は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 

（４） 割 当 先  野村證券株式会社 

（５） 申込期間（申込期日）  平成 24年８月 16日（木） 

（６） 払 込 期 日  平成 24年８月 17日（金） 

（７） 申 込 株 数 単 位  100株 

（８） 上記（5）に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない株式については、発行を打切るものとす

る。 

（９） 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他野村證券株式会社を割当先とする第三者割当
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による新株式発行に必要な一切の事項の決定については、代表取締役社長 前村哲路又は専務取締役

専務執行役員 越田次郎に一任する。 

（10） 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

（11） 一般募集が中止となる場合は、野村證券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行も中止

する。 

 

＜ご参考＞ 

１．オーバーアロットメントによる売出し等について 

前記「３．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のオーバーアロットメ

ントによる売出しは、前記「１．公募による新株式発行（一般募集）」に記載の一般募集にあたり、その

需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から 4,500,000 株を

上限として借入れる当社普通株式の売出しであります。オーバーアロットメントによる売出しの売出株式

数は、4,500,000 株を予定しておりますが、当該売出株式数は上限の売出株式数であり、需要状況により

減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。 

なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記当社株主から借入れ

た株式（以下「借入れ株式」という。）の返却に必要な株式を取得させるために、当社は平成 24 年７月

17 日（火）開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式 4,500,000 株の第

三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を、平成 24 年８月 17 日(金)を払込期日として行

うことを決議しております。 

また、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する

日の翌日から平成 24年８月 10 日(金)までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、借入れ

株式の返却を目的として、株式会社東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る

株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があ

ります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式

の返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシン

ジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株

式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。 

さらに、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取

引を行うことがあり、かかる安定操作取引により取得した当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返

却に充当することがあります。 

オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引に

よって取得し借入れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数（以下「取得予定株式数」という。）に

ついて、野村證券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であ

ります。そのため本件第三者割当増資における発行株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その

結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行株式数がその限度で減少し、又は発行そのも

のが全く行われない場合があります。 

野村證券株式会社が本件第三者割当増資に係る割当てに応じる場合には、野村證券株式会社はオーバ

ーアロットメントによる売出しにより得た資金をもとに取得予定株式数に対する払込みを行います。 
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２．今回の公募増資及び第三者割当増資による発行済株式総数の推移 

現在の発行済株式総数 198,565,821 株 （平成 24年６月 30日現在） 

公募増資による増加株式数 30,000,000 株  

公募増資後の発行済株式総数 228,565,821 株  

伊藤忠商事株式会社を割当先とする 

第三者割当増資による増加株式数 

 

1,035,000 株 

 

伊藤忠商事株式会社を割当先とする 

第三者割当増資後の発行済株式総数 

 

229,600,821 株 

 

野村證券株式会社を割当先とする 

第三者割当増資による増加株式数 

 

4,500,000 株 

 

（注） 

野村證券株式会社を割当先とする 

第三者割当増資後の発行済株式総数 

 

234,100,821 株 

 

（注） 

（注）前記「４．野村證券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行」の発行新株式数の全

株に対し野村證券株式会社から申込みがあり、発行がなされた場合の数字であります。 

 

３．調達資金の使途  

（１）今回の調達資金の使途 

今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 29,833,782,500 円について、

14,517,000,000 円をコンビニエンスストアであるサークルＫ並びにサンクスの設備投資資金に、また

8,835,000,000 円をアピタ（総合スーパー）並びにピアゴ（スーパーマーケット）の設備投資資金に充当

し、残額が生じた場合は、平成 24 年 10 月末に返済期限を迎える短期借入金の返済資金の一部に充当す

る予定であります。当該短期借入金の総額は 36,000,000,000 円であり、株式会社サークルＫサンクスに

対する株式公開買付資金として当社が借り入れたものであります。当社は、今回の増資による調達資金

から、上記の設備投資資金に充当する金額を差し引いた残余の資金が発生した場合は、当該短期借入金

の返済資金の一部に充当することを予定しておりますが、残りの返済については、当社の手元資金を充

当する予定であります。また、株式会社サークルＫサンクスの当該出店資金については、当社から必要

資金を融資する予定であります。 

手取金の使途の各項目の詳細は、以下のとおりであります。 

手取金の使途の

内訳 
具体的内容 支出予定金額 支出予定時期 

コンビニエンス

ストア 
店舗の新設及び改修投資 379店舗 14,517百万円 

平成 24年度及び 

平成 25年度 

総合小売業 

店舗の新設投資 建替 
店舗建物の建替 

及び土地の取得 

アピタ佐原東店 

3,527 百万円 
平成 24年度及び 

平成 25年度 
アピタ新城店 

ピアゴ可児店 

既存店投資 

増床 
テナント誘致のための 

増床 

アピタ敦賀店 

1,492 百万円 
平成 24年度及び 

平成 25年度 
アピタ前橋店 

アピタ本庄店 

改装 
店舗魅力度改善のための 

改装 
アピタ長津田店他 3,816 百万円 平成 24年度 

借入金返済 
株式会社サークルＫサンクスに対する株式公開買付資金として借り入れた短期

資金の返済 
36,000 百万円 平成 24年 10月末 

 



 

ご注意:この文書は、当社の公募及び第三者割当による新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、

投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目

論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 

- 6 - 

 

今回の増資は、当社グループが持株会社に移行し、グループとして最適な戦略立案・意思決定が行え

る体制を整えた上で、急速に変化する国内マーケットにおいて、早期に多角的な小売ビジネスを展開す

るのに必要な財務体質の強化を図るためのものであります。商品の調達・コスト面におけるシナジー効

果を最大限発揮するとともに、食料品を主体とする総合小売業とコンビニエンスストア事業のノウハウ

を有機的に組み合わせ、多様な店舗フォーマット（モール型ショッピングセンター、総合スーパー、ス

ーパーマーケット、コンビニエンスストア、ミニスーパーマーケット）を揃え、機動的な出店を行って

更なる収益拡大を図ってまいります。 

なお、当社グループの設備投資計画については、平成 24 年７月 17 日現在（ただし、投資予定金額欄

における既支払額は、平成 24 年６月 30 日現在）、以下のとおりであります。 

会社名 

事業所名 
所在地 

セグメントの 

名称 

設備の 

内容 

投資予定金額 
資金調達 

方法 

着手及び完成予定 

総額 

（百万円） 

既支払額 

（百万円） 
着手 完了 

ユニー㈱ 

アピタ佐原東店 
茨城県稲敷市 総合小売業 

店舗新設 

（建替） 
1,600 336 

自己資金、 

増資資金 

及び借入金 

平成 24年 

1月 

平成 24年 

8月 

ユニー㈱ 

アピタ新城店 
愛知県新城市 総合小売業 

店舗新設 

（建替） 
2,200 971 

自己資金、 

増資資金 

及び借入金 

平成 24年 

3月 

平成 24年 

下期 

ユニー㈱ 

ピアゴ可児店 
岐阜県可児市 総合小売業 

店舗新設 

（建替） 
1,130 96 

自己資金、 

増資資金 

及び借入金 

平成 24年 

上期 

平成 24年 

下期 

ユニー㈱ 

アピタ敦賀店 
福井県敦賀市 総合小売業 

既存店投資

（増床） 
1,560 400 

自己資金、 

増資資金 

及び借入金 

平成 24年 

4月 

平成 24年 

下期 

ユニー㈱ 

アピタ前橋店 
群馬県前橋市 総合小売業 

既存店投資

（増床） 
630 594 

自己資金、 

増資資金 

及び借入金 

平成 23年 

9月 

平成 24年 

上期 

ユニー㈱ 

アピタ本庄店 
埼玉県本庄市 総合小売業 

既存店投資

（増床） 
370 74 

自己資金、 

増資資金 

及び借入金 

平成 24年 

3月 

平成 24年 

下期 

ユニー㈱ 

アピタ長津田店他 
横浜市緑区他 総合小売業 

既存店投資

（改装） 
7,100 3,284 

自己資金、 

増資資金 

及び借入金 

平成 24年 

上期 

平成 24年 

下期 

㈱サークルＫサンクス 愛知県稲沢市他 
コンビニエンス

ストア 

システム 

投資 
2,110 603 自己資金 

平成 24年 

上期 

平成 24年 

下期 

㈱サークルＫサンクス 

津島愛宕７丁目店他 
愛知県津島市他 

コンビニエンス

ストア 

店舗の新設

及び改修 
22,604 6,254 

自己資金及 

び当社からの

融資資金 

（注）３． 

平成 24年 

上期 

平成 24年 

下期 

㈱さが美 

蔵三昧町田店他 
東京都町田市他 専門店 店舗新設 273 65 自己資金 

平成 24年 

2月 

平成 24年 

下期 

㈱パレモ 

ギャルフィット・オリ 

ナス錦糸町店他 

東京都墨田区他 専門店 店舗新設 1,200 310 
自己資金 

及び借入金 

平成 23年 

11月 

平成 25年 

4月 

㈱ＵＣＳ 愛知県稲沢市 金融 
システム 

投資 
1,500 182 

自己資金 

及び借入金 

平成 24年 

7月 

平成 25年 

2月 

合計 ― ― ― 42,277 13,169 ― ― ― 

(注) １．金額には消費税等は含んでおりません。 
２．経常的な設備の更新のための除・売却を除き、重要な設備の除・売却の計画はありません。 
３．「当社からの融資資金」は、当社が今回の増資による調達資金を子会社へ融資するものであり

ます。 

 

（２）前回調達資金の使途の変更 

該当事項はありません。 
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（３）業績に与える影響 

今回の調達資金を、当社グループの収益性や成長性の見込める事業へ投資を行うことにより、今後の

業績の向上に貢献するものと考えております。 

 

４．株主への利益配分等 

（１）利益配分に関する基本方針 

当社は、将来の事業展開に備えるため、内部留保による財務体質の維持強化に配慮しながら、安定的

な配当を継続していくことを基本方針としています。 

 

（２）配当決定にあたっての考え方 

当社は、中間配当及び期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これ

らの配当決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は定時株主総会であります。 

 

（３）内部留保資金の使途 

当社は、内部留保資金を、店舗設備等の設備投資に充当することとしております。 

 

（４）過去３決算期間の配当状況等 

 平成 22年２月期 平成 23年２月期 平成 24年２月期 

１株当たり連結当期純利益又は 

１株当たり連結当期純損失(△) 
△25.28円 30.61 円 42.14 円 

１ 株 当 た り 年 間 配 当 金 

（うち１株当たり中間配当金） 

18.00 円 

（9.00 円） 

19.00 円 

（9.00円） 

19.00 円 

（9.00円） 

実 績 連 結 配 当 性 向 － 62.1％ 45.1％ 

自 己 資 本 連 結 当 期 純 利 益 率 △2.1％ 2.5％ 3.5％ 

連 結 純 資 産 配 当 率 1.5％ 1.6％ 1.6％ 

（注）１.実績連結配当性向は、１株当たり年間配当金を１株当たり連結当期純利益で除した数値であ
ります。なお、平成 22年２月期に関しては、連結当期純損失を計上しているため、実績連結
配当性向は記載しておりません。 

２.自己資本連結当期純利益率は、連結当期純利益又は連結当期純損失を自己資本（純資産合計
から少数株主持分を控除した額で期首と期末の平均）で除した数値であります。 

３.連結純資産配当率は、１株当たり年間配当金を１株当たり連結純資産（期首と期末の平均）
で除した数値であります。 

 

５．その他 

（１）配分先の指定 

該当事項はありません。 

ただし、一般募集と並行して伊藤忠商事株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行が行わ

れます。当該第三者割当増資にあたり、当社は日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規

則第 32条に基づく一般募集の引受人からの要請を遵守しており、仮に当該割当が一般募集における親引

け（発行者が指定する販売先への売付け）として行われたとした場合であっても、同規則第 31条第３項

第３号に規定する親引けの禁止の例外に該当するものであります。 

 

（２）潜在株式による希薄化情報 

該当事項はありません。 
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（３）過去のエクイティ・ファイナンスの状況等 

①過去３年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 

②過去３決算期間及び直前の株価等の推移 

 平成 22年２月期 平成 23年２月期 平成 24年２月期 平成 25年２月期 

始 値 729円 708円 836円 779円 

高 値 863円 885円 849円 979円 

安 値 583円 611円 564円 775円 

終 値 688円 837円 759円 886円 

株 価 収 益 率 －倍 27.3倍 18.0倍 －倍 

（注）１.株価は、東京証券取引所におけるものであります。 
２．平成 25年２月期の株価については、平成 24年７月 13日(金)現在で表示しています。 
３.株価収益率は、決算期末の株価（終値）を当該決算期の１株当たり連結当期純利益で

除した数値であります。なお、平成 22 年２月期に関しては、連結当期純損失を計上
しているため、株価収益率は表示しておりません。 

③過去５年間に行われた第三者割当増資等における割当先の保有方針の変更等 

該当事項はありません。 

 

（４）ロックアップについて 

一般募集に関連して、伊藤忠商事株式会社は野村證券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、

一般募集の受渡期日から起算して 90日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、

野村證券株式会社の事前の書面による同意なしには、原則として当社株式の売却等を行わない旨合意し

ております。 

また、当社は野村證券株式会社に対し、ロックアップ期間中、野村證券株式会社の事前の書面による

同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取

得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、一般募集、伊藤忠商事株式会社を割

当先とする第三者割当増資、野村證券株式会社を割当先とする第三者割当増資及び株式分割による新株

式発行並びに平成 23年４月８日開催の当社取締役会において決議され、平成 23 年５月 17日開催の当社

定時株主総会において承認された「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」に基づく新

株予約権の発行（割当）及び同新株予約権の行使による当社の株式の交付等を除く。）を行わない旨合意

しております。 

上記のいずれの場合においても、野村證券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該

合意の内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。 

 

６．資金使途の合理性に関する考え方 

今回の調達資金は、当社グループの設備投資資金や借入金の返済に充当する予定であり、早期に多角的

な小売ビジネスを展開するのに必要な財務体質の強化を図るためのものであります。これは、当社グルー

プが持続的な成長を遂げるための事業基盤の強化と企業価値の向上をもたらすものであり、したがって資

金使途は合理的であると考えております。 
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７．第三者割当増資の発行条件等の合理性 

（１）払込金額の算定根拠及びその具体的内容 

伊藤忠商事株式会社を割当先とする第三者割当増資の払込金額は、一般募集の発行価格と同額といた

します。 

一般募集の発行価格は、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25条に規定され

る方式により決定いたします。 

したがいまして、当該第三者割当増資の払込金額の決定方法は、会社法第 201 条第２項に定める「公

正な価額による払込みを実現するために適当な払込金額の決定の方法」に該当する適切な決定方法であ

ると当社は判断しており、当該第三者割当増資の払込金額は会社法に定める特に有利な条件には該当し

ないものと判断しております。 

 

（２）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

伊藤忠商事株式会社を割当先とする第三者割当増資により発行される株式数は 1,035,000 株（一般募

集及び野村證券株式会社を割当先とする第三者割当増資との合計で最大 35,535,000 株）であり、平成 24

年６月 30日現在の発行済株式総数 198,565,821 株に対し 0.52％（一般募集及び野村證券株式会社を割当

先とする第三者割当増資との合計で最大 17.90％）に相当するものであります。これにより、結果として

株式の希薄化が生じることとなりますが、冒頭の「本資金調達の目的」に記載のとおり、当社の財務体

質の強化と持続的な成長のための積極投資を行うことが当社の企業価値を更に向上させるものと考えて

おり、したがって今回の発行数量及び株式の希薄化の規模は合理的であると考えております。 
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８．割当先の選定理由等 

（１）割当先の概要 

（平成 24年３月 31日現在） 

① 名 称 伊藤忠商事株式会社 

② 所 在 地 大阪市北区梅田３丁目１番３号 

③ 代 表 者 の 役 職 ・氏 名 代表取締役社長  岡藤 正広 

④ 事 業 内 容 総合商社 

⑤ 資 本 金 202,241百万円 

⑥ 設 立 年 月 日 昭和 24年 12月１日 

⑦ 発 行 済 株 式 数 1,584,889,504株 

⑧ 決 算 期 ３月期 

⑨ 従 業 員 数 70,639 名（連結） 

⑩ 主 要 取 引 先 国内外の取引先と多様な商取引を展開しております。 

⑪ 主 要 取 引 銀 行 

みずほコーポレート銀行、三井住友銀行、三菱東京 UFJ 銀行、新生銀

行、あおぞら銀行、りそな銀行、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行、

三菱 UFJ 信託銀行、国際協力銀行、日本政策投資銀行、農林中央金庫、

信金中央金庫 

⑫ 大株主及び持株比率 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）   6.52％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）     4.60％ 

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 

(常任代理人：株式会社みずほコーポレート銀行決済営業部) 2.89％ 

三井住友海上火災保険株式会社              2.38％ 

SSBT ODO5 OMNIBUS ACCOUNT –  TREATY CLIENTS 

(常任代理人：香港上海銀行東京支店)            2.27％  

日本生命保険相互会社                  2.15％ 

日本興亜損害保険株式会社                1.90％ 

朝日生命保険相互会社                   1.74％ 

THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDON SECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT 

(常任代理人：株式会社みずほコーポレート銀行決済営業部) 1.74％ 

東京海上日動火災保険株式会社              1.51％ 

⑬ 当 事 会 社 間 の 関 係 

資 本 関 係 

(平成 24 年６月

30 日現在) 

割当先は当社の普通株式 5,957,000株を保有してお

ります。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 
食品流通、繊維関連、日用品・雑貨関連分野におけ

る商品の共同開発等 

関連当事者への

該 当 状 況 
該当事項はありません。 

⑭ 最近３年間の経営成績及び財政状態（米国会計基準） 

決 算 期 平成 22年３月期 平成 23年３月期 平成 24年３月期 

連 結 株 主 資 本 1,099,639 1,156,270 1,363,797 

連 結 総 資 産 5,478,873 5,676,709 6,507,273 

１株当たり連結株主資本（円） 695.75 731.57 862.88 

連 結 売 上 高 10,308,629 11,393,584 11,978,276 

連 結 営 業 利 益 154,459 265,701 277,545 

法人税等及び持分法による 

投 資 損 益 前 利 益 
156,261 182,332 341,174 

株主に帰属する当期純利益 128,905 161,114 300,505 

１株当たり株主に帰属する 

当 期 純 利 益 （ 円 ） 
81.56 101.93 190.13 

１ 株 当 た り 配 当 額 （ 円 ） 15.00 18.00 44.00 

（単位：百万円。特記しているものを除く。） 
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※割当先は株式会社東京証券取引所に上場しており、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢

力及び団体とは断固として対決することを基本方針として公表していることから、特定団体等との関

係を有していないものと判断しております。 

 

（２）割当先を選定した理由 

当社と割当先である伊藤忠商事株式会社は、当社が保有する店舗、顧客並びに商品開発機能と、割当

先の保有するグローバルネットワーク・調達・情報技術・物流ノウハウ等のリーテイルサポート機能と

を有機的に結合し、共同取り組みを推進することで、両社が更なる企業価値の向上を実現することが可

能であるとの結論に至り、平成 21年 10月 22 日付で業務・資本提携契約を締結しております。 

割当先に対する割当ては、割当先の持株比率を維持するために行うものであり、それにより、食品流通、

繊維関連、日用品・雑貨関連分野における商品の共同開発等において、両社が引続き協働することが可

能と考えております。 

 

（３）割当先の保有方針 

割当先からは、当該割当先が、今回の第三者割当増資の払込期日から２年以内に、割当新株式の全部

又は一部を第三者に譲渡した場合には、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価

格、譲渡の理由、譲渡の方法等を、当社に書面により報告する旨、並びに当社が当該報告内容等を株式

会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所に報告し、当該報告内容が公衆縦覧に供されること

について同意する旨の確約をいただきます。 

 

（４）割当先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

当社は、割当先の払込みに要する財産の存在について、割当先が提出した第 88期有価証券報告書によ

り、当該割当先が割当予定株式の払込金額の払込みに足りる現預金その他流動資産を保有していること

を確認しております。 

 

９．募集後の大株主及び持株比率 

募集前（平成 24年２月 20日現在） 募集後 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口） 
10.48％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口） 
8.89％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口） 
7.67％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式

会社（信託口） 
6.51％ 

日本生命保険相互会社 4.29％ 日本生命保険相互会社 3.63％ 

株式会社三菱東京 UFJ 銀行 3.60％ 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 3.05％ 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 3.02％ 伊藤忠商事株式会社 2.99％ 

伊藤忠商事株式会社 3.00％ あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 2.56％ 

第一生命保険株式会社 2.52％ 第一生命保険株式会社 2.14％ 

ユニー第二共栄会 2.07％ ユニー第二共栄会 1.75％ 

東京海上日動火災保険株式会社 1.92％ 東京海上日動火災保険株式会社 1.63％ 

ユニー持株会 1.59％ ユニー持株会 1.35％ 

（注）１.平成 24年２月 20 日現在の株主名簿を基準として記載しております。 
２.募集後の持株比率は、平成 24年２月 20日現在の発行済株式総数に公募増資及び伊藤忠商事

株式会社を割当先とする第三者割当増資による増加株式数を加味し、野村證券株式会社を
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割当先とする第三者割当増資に対する申込みが全て行われた場合の数字であります。 

３.大量保有報告書に係る変更報告書により、次のとおり当社の株式を所有している旨の報告を
受けておりますが、当社として平成 24 年２月 20 日現在における実質的な所有株式数の確認
ができないため、上記大株主の状況は平成 24 年２月 20 日現在の株主名簿に基づき記載して
おります。 

氏名又は名称 種別 提出日 報告義務発生日 

所有 

株式数

(千株） 

発行済株式総

数に対する所

有株式数の割

合(％) 

日本生命保険相互会

社他１社 

変更 

報告書 
平成 20年４月 22日 平成 20年４月 15日 10,154 5.11 

株式会社三菱 UFJ フ

ィナンシャル・グルー

プ他４社 

変更 

報告書 
平成 23年 12月 16日 平成 23年 12月９日 22,475 11.32 

三井住友トラスト･ホ

ールディングス株式

会社他３社（注） 

変更 

報告書 
平成 23年 12月 21日 平成 23年 12月 15日 17,348 8.74 

（注）平成 24 年４月 19 日付(報告義務発生日 平成 24 年４月 13 日)変更報告書(所有株式数 14,961
千株 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 7.53％)を提出しております。 

 

10．企業行動規範上の手続きに関する事項 

伊藤忠商事株式会社を割当先とする第三者割当増資は、①希釈化率が 25％未満であること、②支配株主

の異動を伴うものではないことから、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条及び株

式会社名古屋証券取引所の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第 34 条に

定める独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは要しません。 

 

11．最近３年間の業績 

 平成 22年２月期 平成 23年２月期 平成 24年２月期 

連 結 売 上 高 970,924 百万円 946,914 百万円 907,614 百万円 

連 結 営 業 利 益 21,095 百万円 35,101 百万円 44,001 百万円 

連 結 経 常 利 益 19,019 百万円 32,282 百万円 42,389 百万円 

連 結 当 期 純 利 益

又 は 連 結 当 期 純 損 失 (△ ) 
△4,995 百万円 6,046 百万円 8,323 百万円 

１株当たり連結当期純利益又は 

１株当たり連結当期純損失(△) 
△25.28 円 30.61 円 42.14 円 

１ 株 当 た り 配 当 金 18.00 円 19.00 円 19.00 円 

１ 株 当 た り 連 結 純 資 産 1,194.21 円 1,208.64 円 1,229,59 円 

 

 

以  上 


